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インターネットは、子どもたちにとっても日常生活に欠かせないアイテムになっています。 

そのような中、ＳＮＳやオンラインゲームを通じて知り合った相手に呼び出され被害に遭

うケースや裸の写真や動画を送信させられる「自画撮り被害」が発生しています。 

どのような危険があるか、安全に使うためにはどうしたら良いかを知り、家庭や学校でル

ールを作り、守っていきましょう。 

また､子どもが困ったときにためらわず相談できるよう､日頃のコミュニケーションを大

切にするとともに、信頼できる公的機関に相談してください。 

話合いのきっかけに、ぜひサイバー防犯標語「あひルのおやコ」をご活用ください。 

サイバー防犯標語「あひルのおやコ」 

 

【サイバーセキュリティに関する普及啓発強化】 

２月１日から３月 18日までは、サイバーセキュリティ月間です。 

  ○ 安全・安心・便利なインターネット環境を構築するためのポイントを「知る」こ

と 

  ○ サイバーセキュリティ上の脅威から身を「守る」こと 

  ○ 移り変わるサイバーセキュリティ上の脅威に対して対策を「続ける」こと 

が大切です。 

 一人一人がサイバーセキュリティについて、関心を高めましょう。 
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